
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

自動車公正取引協議会 一般社団法人 

平 成２９ 年 度 

事 業 報 告 書 
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１．規約に基づく適正表示の一層の促進 

１）店頭表示の適正化の促進 

２）広告表示の適正化の促進 

３）関係団体との連携による規約普及活動の推進 

２．会員事業者の表示管理体制整備・充実のための支援活動の実施 

１）会員事業者の表示管理体制整備・充実のための支援活動の実施 

２）都道府県景表法担当部門との連携強化 

３．不当表示の未然防止及び厳正な対処 

１）走行距離及び修復歴等の不当表示未然防止活動の実施 

２）広告における不当表示やおとり広告等の未然防止活動の実施 

３）会員及び非会員の不当表示に対する厳正な対処 

４．自動運転機能の表示に関する規約運用の考え方等の普及活動等の実施 

１）自動運転機能や運転支援機能の表示に関する規約運用の考え方等の普及活動 

等の実施 

２）中古車の保証や整備の表示や運転支援機能等の表示に関する実態把握の実施 

５．新燃費測定モードの導入に伴う燃費表示のあり方の検討 

１）新燃費測定モードの導入に伴う燃費表示のあり方の検討 

２）次世代自動車の普及等を踏まえた、燃費等に関する情報提供のあり方の検討 

６．テレビＣＭ等の広告における映像表現等のあり方の検討 

１）日本広告審査機構等や消費者との意見交換の実施 

２）関係機関や消費者の意見を踏まえた映像表現等のあり方の検討 

７．中古車の車両状態表示に関する監修及び監査の実施 

１）監修基準に基づく監修の実施 

２）監修を行った表示（評価）機関に対する監査の実施 

≪四輪車関係≫ 
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８．消費者関連事業の推進 

１）消費者トラブルへの適切な対応及び未然防止のための活動の実施 

２）国民生活センター及び消費生活センターとの連携強化 

３）消費者団体及び消費者モニターとの情報交換活動の実施 

９．広報ＰＲ活動の実施 

１）規約及び公取協会員店で購入するメリットのＰＲ活動の実施 

２）会員に対する情報提供の充実 

３）報道機関への協力 

10．大型車関係事業の推進 

１）規約に基づく適正表示の推進 

２）大型車の燃費や運転支援機能等に関する情報提供のあり方の検討 

３）独禁法、下請法に関する普及活動の実施 

１1．その他の事業 

１）関係団体及び地方組織との連携強化活動 

２）公正取引に関する法令（独禁法、下請法等）の普及指導 
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１．規約に基づく適正表示の一層の促進 

１）店頭表示の適正化の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）広告表示等の適正化の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

○店頭表示に関する規約遵守状況調査の実施 

《新 車 関 係》 

・各地区公取協事務取扱所（自販連支部、軽自動車協会）による店頭表示に関する  

規約遵守状況調査（年１回の定期調査）を実施 

・公取協事務局による調査を７地区（帯広、青森、千葉、長野、香川、高知、宮崎）

で実施 

《中古車関係》 

・各地区公取協事務取扱所（自販連支部、軽自動車協会、整備振興会、中販連支所）

による店頭表示に関する規約遵守状況調査（年 1回の定期調査）を実施 

 ・公取協事務局による調査の実施 

  【自販連関係】  ７地区（帯広、青森、千葉、長野、香川、高知、宮崎） 

  【中販連関係】  １１地区（福島、埼玉、東京、静岡、福井、岡山、鳥取、徳島、

大分、長崎、鹿児島） 

《新車・中古車共通》 

・調査結果については報告書を作成、５月以降、公取協事務取扱所を通じて全般的な

指導を要請 

①広告表示に関する規約遵守状況調査の実施 

公取協事務局による新聞・チラシの広告表示に関する規約遵守状況調査を実施 

・全国５３地区において８月２５日～９月２９日に掲載、配布された広告 

《新 車 関 係》１，４４９枚対象 

 ・規約の遵守率は７８．３％で、前年の調査結果より約５ポイント改善 

 ・広告掲載車と販売価格の不一致など不当な価格表示に該当するおそれのある違反

を行った６社に対しては、公取協事務取扱所を通じて指導を実施（厳重注意の 

措置） 
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《中古車関係》１，３４７枚対象 

・規約の遵守率は前年に比べ若干改善されているが、「定期点検整備実施状況」で  

規約どおりの表示が、ディーラー関係約６割、専業店関係約２割など、低調 

・不当な価格表示に該当するおそれのある違反を行った５社に対しては、公取協  

事務取扱所を通じて指導を実施（厳重注意の措置） 

《新車・中古車共通》 

 ・調査結果については報告書を作成、５月以降、公取協事務取扱所を通じて全般的な

指導を要請すると伴に、表示もれ等については、公取協事務取扱所と連携しながら

個別に改善要請を実施 

②広告宣伝マニュアルに基づく普及活動の実施 

・広告宣伝マニュアルに基づく会員事業者や広告関係事業者を対象とした説明会を 

２１地区で、会員事業者の要望に基づき６社で開催 

・景品表示法や規約の運用状況、「安全運転サポート車の表示を行う際の留意点」、広告

表示等に関する問合せ事例等をまとめたテキストを作成、会員ディーラーや広告 

関係事業者等を対象とした説明会を２月から３月にかけて各ブロックで開催、約１，

２７０名（ディーラー約６９０名、広告代理店約４８０名）が出席 

２月２２日 中部、四国       ２月２３日 北海道、近畿 

３月 １日 関東甲信越、山陰    ３月 ２日 東北、山陽 

３月 ８日 北陸、関東甲信越    ３月 ９日 九州 

③広告制作に関する相談への積極的な対応及び情報提供の実施 

・会員及び広告関係事業者等からの広告制作や景品提供に関する問合せ等には積極的

に対応、平成２９年４月から平成３０年３月までの受付件数は、１，３３１件 

・月毎の相談件数や主な相談内容、問題点等をＦＡＱにまとめホームページに掲載、  

また、「AFTC INFORMATION」等により適宜情報発信するなど、広く情報提供を実施 

④広告関係団体や広告関係事業者等との連携による表示適正化の促進 

・ＪＵ長野及びＪＵ新潟において、当該地区の中古車情報誌及び広告関係事業者等を  

対象とした広告宣伝マニュアル等に基づく研修会を開催、また、広告関係事業者賛助

会員２社及び中古車情報誌賛助会員３社を対象とした研修会を開催 

・中古車情報誌賛助会員をメンバーとする中古車広告表示研究会を３月２７日に

開催、規約に基づく適正表示について要請するとともに、中古車広告における 

諸課題等について意見交換を実施 
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３）関係団体との連携による規約普及活動の推進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
２．会員事業者の表示管理体制整備・充実のための支援活動 
の実施 

 

１）会員事業者の表示管理体制整備・充実のための支援活動の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）都道府県景表法担当部門との連携強化 

 

 

 
 
 

 

 

○公取協事務取扱所（自販連支部、軽自動車協会、中販連支所、振興会）の規約担当者

（事務局職員）を対象とした研修会を１１月１３日に東京で開催 

○地区主催の研修会に講師を派遣する等、地区における規約普及活動に積極的に協力 

自販連関係 ２２地区（長野、神奈川、徳島、千葉、和歌山、岩手、埼玉、函館、

北見、山口、大分、高知、島根、栃木、青森、山梨、新潟、

群馬、奈良、旭川、沖縄、宮崎） 

○ＪＵ支所及び地区整備振興会向けの研修会テキストを作成、研修会を開催した他、

併せて規約遵守状況調査を実施する等、地区と連携した効率的規約普及活動を実施 

中販連関係  １８地区（岐阜、東京、鹿児島、長野、新潟、兵庫、福井、宮城、    

岡山、長崎、高知、徳島、神奈川、千葉、鳥取、帯広、    

山口、栃木） 

振興会関係   ５地区（福井、高知、帯広、富山、神奈川（湘南地区）） 

○４県の景表法担当部門を訪問し、公取協の活動や規約制度に関する理解促進、地区に

おける状況等、意見交換を実施（２７年度以降、２７道府県庁を訪問） 

○各地区並びに会員事業者のニーズに合わせた研修会を実施 

○新たに表示管理体制に関するセルフチェックを導入し、関係団体を通じ会員事業者

にチェックの実施を呼び掛け（チェック結果は現在とりまとめ中） 

○会員事業者の表示管理体制整備の一環として、広告関係事業者を対象とした「広告 

表示管理者研修」を実施 
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３．不当表示の未然防止及び厳正な対処 

１）走行距離及び修復歴等の不当表示未然防止活動の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

２）広告における不当表示やおとり広告等の未然防止活動の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

①走行距離及び修復歴等の不当表示に対する監視の強化 

・オークションで落札された「改ざん歴車」や「修復歴車」の販売時の表示実態調査を

引き続き実施 

・中古車情報誌において「改ざん歴車」を「実走行」として表示、また「修復歴車」を

「修復歴なし」と表示しているなどの不当表示については、「厳重警告」、「違約金」

の措置を採るなど厳正に対処 

※昨年度の調査結果に基づき、修復歴に関する不当表示を行った１社に対し厳重 

警告及び違約金の措置を行った 

②不当表示未然防止活動の実施 

・中販連関係ブロック会議において、走行距離や修復歴、おとり広告未然防止につい

て再度周知を要請 

・各地区主催の研修会等において、不当表示未然防止について、会員事業者に対する 

周知活動を実施 

・各地区における規約遵守状況調査において、走行メーター交換歴車シール・    

同改ざん歴車シールの貼付徹底について周知を実施 

○不当表示や不適切な販売行為を未然に防止するため、問題が認められる事業者に  

対し、会員・非会員にかかわらず規約に関する研修の受講を促す等、不当表示等の  

防止活動を実施 

○「全部あげます」と表示しながら、購入車両への取付や取付工賃の負担が必要となる

等の条件の表示が不明瞭な広告がみられたことから、「AFTC INFORMATION」を作成、 

会員事業者に対して周知活動を実施 

○中古車における「販売台数 No.1」の表示について、民間調査会社による調査結果を 

根拠としているが、中古車については客観的な公表数値が存在しないことから、今後

の表示等のあり方について対応を検討 
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３）会員及び非会員の不当表示に対する厳正な対処 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．自動運転機能の表示に関する規約運用の考え方等の普及 
活動等の実施 

 

１）自動運転機能や運転支援機能の表示に関する規約運用の考え方等の普及 

活動等の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①自動運転機能や運転支援機能の表示に関する規約運用の考え方等の普及活動の実施 

・規約運用の考え方に基づく定着化を図るため、メーカー、ディーラー、広告関係事業

者を対象とした説明会の開催等を通じ、普及活動を実施 

・政府による「安全運転サポート車」の普及啓発を踏まえ「安全運転サポート車の表示

を行う際の留意点」を作成、「AFTC INFORMATION」を展開する等周知活動を実施 

②広告における規約運用の考え方の遵守状況に関する実態把握の実施 

・メーカーのテレビＣＭ及びディーラーの新聞・チラシ広告（８月末から９月末の１か

月間）の運転支援・自動運転機能に関する表示内容について、誤解を招くようなもの

がないか確認を実施、問題等がみられたため、当該事業者に対し改善指導等を実施 

③ディーラーにおける表示（説明）の実態や消費者の理解度等に関する実態把握の実施 

○ディーラーにおける表示実態（商談、納車時の説明対応等）の把握 

・Ｗｅｂアンケートを実施、５８５名が回答 

 ＜主な意見＞ 

⇒ 商談、納車時の説明で苦慮している要因として、メーカーＣＭの影響で機能を 

過大評価している 

⇒ 営業スタッフが機能に関する知識を得ることや説明してもユーザーに理解し

てもらえないこと等に苦慮している 

・ディーラー担当者（責任者）との懇談会を２地区で開催（埼玉、富山） 

 ＜主な意見＞ 

⇒ メーカーＣＭに対しては、機能の過信を招かないよう、作動には条件がある旨

の表示はもっと長くすべき 

⇒ 今後は中古車販売時の説明等の対応が課題 

○会員が行った不当表示に対しては当協議会より指導、非会員が行った不当表示２件に

ついては、消費者庁又は都道府県に措置を要請する等、効果的な指導を実施 

 ※今年度は、消費者庁が、ガリバーを運営する㈱ＩＤＯＭが行った保証に関する不当

表示に対し、また、長野県と栃木県が、走行距離や修復歴に関する不当表示を     

行った事業者（各１社）に対し、措置命令を行った 

 ※その他、消費者庁が、タイヤやナビ等のカー用品、車検基本料金に関する不当な  

二重価格表示を行った事業者３社に対し、措置命令を行った 
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２）中古車の保証や整備の表示や運転支援機能等の表示に関する実態把握の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．新燃費測定モードの導入に伴う燃費表示のあり方の検討 

１）新燃費測定（ＷＬＴＣ）モードの導入に伴う燃費表示のあり方の検討 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

○新燃費測定（ＷＬＴＣ）モード導入に伴い、燃費に関する消費者への適正な情報提供

と不当表示の未然防止を目的として、広告等に「ＷＬＴＣモード燃費」を表示する際

の表示事項や表示方法、正しい表示例や問題となる表示例をとりまとめ、「AFTC 

INFORMATION」や研修会等を通し、周知活動を実施 

①保証や整備の表示に関する実態把握の実施 

・公取協事務局による調査等を通じ、支払総額表示と併せて、保証や整備実施に関する

表示と販売方法との関連についても実態把握を実施、問題がみられた会員に対して

は、改善指導等を実施 

②運転支援機能等の表示に関する実態把握の実施 

・運転支援機能の普及や今後の自動運転機能の普及を踏まえ、同機能を装備した中古

車の販売時における店頭や広告における表示（説明）状況等について、公取協事務局

による規約遵守状況調査の際にヒアリングにより実態把握を実施 

・その結果、現状において、商談や納車の際に、運転支援機能等に関する説明を行って

いたのは一部の事業者にとどまることを確認 

○消費者の機能に関する理解度や購入時の状況等の把握 

・Ｗｅｂアンケートを調査会社に委託し、６００人（購入経験あり、購入経験なし 

各３００人）を対象に実施（１月３１日～２月５日） 

＜主な内容＞ 

⇒ 自動ブレーキ、自動運転の用語は９割以上が認知している一方、機能について 

正しく理解している人は約半数にとどまる（購入者でも正しく理解している人

は約半数） 

⇒ 購入者のうち約３０％が、ＣＭは「言い過ぎている」と回答 

○グループインタビューを３月に実施（男女各１グループ（６名ずつ）） 

 ＜主な内容＞ 

⇒ 自動で停止する映像が「自動ブレーキ」のイメージとなっている 

⇒ 「作動には一定の条件がある」旨の表示は、表示箇所や大きさ、背景によっては

認識できない、また、サポートという表現の方が適切、との意見 
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２）次世代自動車の普及等を踏まえた、燃費等に関する情報提供のあり方の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．テレビＣＭ等の広告における映像表現等のあり方の検討 

１）日本広告審査機構等や消費者との意見交換の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）関係機関や消費者の意見を踏まえた映像表現等のあり方の検討 

 

 

 

 

 

 

７．中古車の車両状態表示に関する監修及び監査の実施 

１）監修基準に基づく監修の実施 

 

 

 

 
 

２）監修を行った表示（評価）機関に対する監査の実施 

 

 

 

 

 

○引き続き申請のあった車両状態表示（評価）制度（システム）について同基準を   

満たしているか確認を実施 

○監修を行った５機関の実施する車両状態表示（評価）制度（システム）の運用状況に

ついて、確認のための監査を実施 

 

○日本広告審査機構（ＪＡＲＯ）から講師を招き、同機構に消費者から寄せられた   

自動車のテレビＣＭに対する意見等について把握、各社のテレビＣＭ作成の際の 

参考とした 

○当協議会の消費者モニターに対し、運転支援機能や自動運転機能に関するテレビ  

ＣＭについてのアンケートを実施、現状の意見等を把握 

○電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池車等、次世代自動車の普及等を  

踏まえ、消費者の理解促進を図るための適正な情報提供のあり方について検討 

現時点においては、規約に基づき、公式テスト値による表示・情報提供を行うことを

確認 

○現在実施している、運転支援機能等の表示に関するディーラー・消費者へのアン  

ケート調査等の結果を踏まえ、映像表現のあり方等について検討 
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８．消費者関連事業の推進 

１）消費者トラブルへの適切な対応及び未然防止のための活動の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）国民生活センター及び消費生活センターとの連携強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①苦情・相談への適切な対応 

・消費者からの苦情・相談を効率的に受け付け、トラブル解決のための適切な助言を 

行うなど、迅速かつ適切に対応 

 ⇒ 平成２９年度の相談受付件数は５，８６９件（平成２８年度６，５２４件） 

②相談内容の分析とトラブル対応・未然防止のための情報提供 

・受け付けた苦情・相談を基にトラブルの発生原因や問題点等を分析、トラブルへの  

対応方法、未然防止策について検討、「コンシューマー・レポート」等により、関係

団体、会員事業者等に対して情報提供 

・衝突被害軽減ブレーキの作動テストを自ら行うことの危険性について、ホームページ

において、消費者に対する注意喚起を実施 

③消費者相談マニュアル等を活用した研修会の開催 

・消費者相談への対応方法等に関する公取協事務取扱所等の相談受付担当者を対象 

とした研修を実施したほか、同事務取扱所主催の会議に出席、相談への対応方法に 

関する研修及び意見交換を実施 

④消費者相談対応マニュアル（中古車編）の作成 

・拠点長やお客様相談担当者向けに消費者相談対応マニュアル（中古車編）を現在作成

中、今後、関係団体を通じて会員事業者に配布する予定 

⑤苦情相談件数の多い事業者等への対応のあり方の検討 

・苦情相談件数が多い事業者に対し販売時の表示状況や販売方法等を現在調査中、  

今後、改善要請文書を送付する等の対応を検討 

○国民生活センター及び各地区消費生活センターとの情報交換活動を積極的に実施 

するなど、連携を強化 

○国民生活センター主催の「消費生活相談員研修 専門・事例講座」（計２回）におい

て、講師として消費者相談への対応方法や聴き取りのポイント等について説明する

など、連携を強化 

○地区消費生活センター等からの要請に基づき、相談受付担当者を対象に相談受付 

状況等に関する情報提供や消費者相談への対応方法等に関する研修を実施（計９回） 

 （大阪府、東京都、秋田県、岩手県、山梨県、愛知県、佐賀県、長野県） 

○消費生活センターとの連携による地区における円滑な相談対応を図るため、消費 

生活センターと関係団体（中央・地方）との懇談会を開催（岡山、岐阜、大阪） 

 

 



- 11 - 

 

 

３）消費者団体及び消費者モニターとの情報交換活動の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．広報ＰＲ活動の実施 

１）規約及び公取協会員店で購入するメリットのＰＲ活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

①消費者団体との懇談会の開催 

・消費者関係団体と自動車関係団体との懇談会を２月２７日に開催、自動車の表示

について意見交換を実施 

＜出席団体＞ 

国民生活センター、主婦連合会、全国地域婦人団体連絡協議会、消費科学セン  

ター、全国消費生活相談員協会、全国消費者団体連絡会、日本消費者協会、日本 

消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ･相談員協会、消費者庁、自工会、自販連、中販連、 

日本二輪車安全普及協会 

②消費者モニターへのアンケートの実施 

・消費者モニター（現在８９名）へのアンケートを実施、消費者の現状の表示に対する

評価や消費者が求める表示等について把握 

＜実施内容＞ 

・自動運転機能や運転支援機能等に関するアンケート 

・中古車の価格や保証・定期点検整備等に関する表示及び消費者向けＰＲ等に  

関するアンケート 

・自動車の購入・車検に関するアンケート 

・燃費の表示に関するアンケート 

 

①「You Tube動画」によるＰＲ 

・公取協の認知度アップを図ることにより、適正表示で安心の公取協会員店で購入  

するメリットを一般消費者に対して広くＰＲするため、中古車に関する問題のある

広告や購入の際のトラブル事例を基に、購入前に確認すべきポイントをまとめた  

動画を You Tube に公開、動画再生を誘導するバナー広告を掲載するなどしたＰＲ  

活動を実施（動画再生回数は約２７万回） 
 
②公取協会員店「ＰＲロゴ」によるＰＲ 

・カタログや広告において会員である旨を訴求するためのツールとして公取協会員店

「ＰＲロゴ」を展開、会員と一体となったＰＲ活動を実施 

 
③関係団体、事務取扱所と連携したＰＲ 

・公取協事務取扱所（自販連支部、ＪＵ支所等）主催の新車・中古車の合同フェア等の

広告において、公取協会員店マークと適正表示で安心の公取協会員である旨の掲示

に協力いただくなど、関係団体や事務取扱所と連携した会員店ＰＲを実施 
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２）会員に対する情報提供の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）報道機関への協力 

 

 

 

 

１０．大型車関係事業の推進 

１）規約に基づく適正表示の推進 

 

 
 
 

２）大型車の燃費や運転支援機能等に関する情報提供のあり方の検討 

 

 

 

 

３）独禁法、下請法に関する普及活動の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ホームページをリニューアルし、規約に関する情報や消費者相談に関する情報を 

順次追加するなど、情報提供を充実 
 
○メールやホームページを活用し、「AFTC INFORMATION」等を通じ、規約運用の考え方

や広告表示に関する注意点等に関する情報を会員に配信 
 
○公取協の活動内容等を紹介した「公取協ニュース」（機関紙）を関係団体及び会員  

向けに発行 

○公取協の活動状況等について、業界紙・誌の取材等に適宜対応 

○関係団体及び会員からの要請に基づき独禁法や下請法違反を未然に防止するための

研修会を開催するなど、独禁法、下請法に関する普及活動の実施 
 
○独禁法、下請法に関する問い合わせや相談に適宜対応するとともに、必要に応じて

会員及び公取協事務取扱所に対する情報提供を実施 
 
○自販連京都府支部大型委員会との懇談会に出席し、地区における独禁法、下請法等

の普及活動状況や地区における委員会活動状況等について意見交換を実施 

○大型車メーカーの広告宣伝担当者に対する研修会を開催 

○大型車における燃費や運転支援機能等に関する情報提供のあり方について検討 

 ⇒ 大型車ディーラーとの懇談会を２地区で開催（京都、秋田） 



- 13 - 

 

 

１１．その他の事業 

１）関係団体及び地方組織との連携強化活動 

 

 

 

 

 

 

 

２）公正取引に関する法令（独禁法、下請法等）の普及指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○関係団体及び地方組織との連携強化を図るため、公取協事務取扱所長ブロック会議

を開催 
 
○公取協事務取扱所（自販連支部、軽自動車協会、整備振興会、中販連支所）の規約   

担当者（事務局職員）のスキルアップを目的とした研修会を１１月に東京で開催   

（国土交通省担当者による自動運転機能に関する講演等） 

○関係団体及び会員からの要請に基づき、下請法違反未然防止のための研修会を   

２地区（静岡、帯広）において開催 
 
○会員の独禁法や下請法違反行為の未然防止を図るため、関係団体や会員からの相談

に適切に対応 
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１．規約違反に対する措置件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．規約参加事業者数の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○平成３０年３月末までに公取協がとった措置件数は以下のとおり 

対象区分 
 
措置区分 

表示 景品 
計 

新車 中古車 新車 中古車 

口頭注意 ０ ０ ０ ０  ０ 

文書注意  ６※1  ５※3 ０ ０  １１ 

警  告  １※2  １※4 ０ ０  ２ 

厳重警告 ０  １※5 ０ ０  １ 

違 約 金 ０  (１※6) ０ ０  （１） 

計 ７ ７ ０ ０  １４ 

 
※１ 新車の表示に関する文書注意６件は、広告掲載車と販売価格の不一致等に 

よるものである 
※２ 新車の表示に関する警告１件は、リースの取引条件に関する不当表示による

ものである 
※３ 中古車の表示に関する文書注意５件は、不当な価格表示のおそれによるもの

である 
※４ 中古車の表示に関する警告１件は、取引条件に関する不当表示によるもので

ある 
※５ 中古車の表示に関する厳重警告１件は、修復歴の有無に関する不当表示に 

よるものである 
※６ 中古車の表示に関する違約金１件は、修復歴の有無に関する不当表示で悪質

なケースである 

○平成３０年３月末現在の規約参加事業者数 

 １３，７２８ 社  （期首 １３，５０４社） 

○平成２９年４月から平成３０年３月末現在までの入退会事業者数 

  入会事業者数  ５４３ 社 

      退会等事業者数  ３１９ 社 

（ ＋２２４ 社） 

      

参 考 
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平 成 ２９ 年 度 の 事 業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．関係団体との連携による規約の普及促進 

１）関係団体との連携による普及活動の促進 

２）各地区適正表示推進委員会等との連携による普及活動の促進 

２．店頭表示のチェック・アドバイス活動を通じた適正表示の推進 

１）国内４銘柄の準規約指導員によるチェック・アドバイス活動の実施 

２）オートバイ組合及び輸入組合によるチェック・アドバイス活動の実施 

３）公取協事務局によるチェック・アドバイス活動の実施 

３．品質評価の普及促進 

１）「品質評価実施店」の拡充 

２）ｅラーニングによる品質評価講習等のあり方の検討 

３）品質評価者講習会の開催 

４．二輪中古車の走行距離表示の適正化の促進 

１）二輪中古車の走行距離表示の実態把握と適正化の徹底 

２）消費者への周知活動の実施 

５．会員店のＰＲ活動の実施 

１）「品質評価実施店」の積極的なＰＲの実施 

２）会員店のＰＲの実施 

６．会員事業者の表示管理体制整備のための支援活動の実施 

１）会員事業者の表示管理体制整備のための支援活動の実施 

２）都道府県景表法担当部門との連携強化 

7．消費者トラブルへの対応及び未然防止活動 

１）消費者からの苦情・相談の受付けと対応 

２）消費者トラブルへの適切な対応及び未然防止のための対応の検討 

≪二輪車関係≫ 
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１．関係団体との連携による規約の普及促進 

１）関係団体との連携による普及活動の促進 

 

 

 
 
 

２）各地区適正表示推進委員会等との連携による普及活動の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

２．店頭表示のチェック・アドバイス活動を通じた適正表示 

の推進 
 

１）国内４銘柄の準規約指導員によるチェック・アドバイス活動の実施 

 

 

 

 

  

①適正表示推進委員会正副委員長及び公取協事務取扱所長会議の開催 
 
平成２９年６月に全国８ブロックの適正表示推進委員会正副委員長及び地区公取協

事務取扱所長による会議を開催、規約普及の取り組み等について意見交換し、問題 

意識や情報を共有 
 
②適正表示推進委員会の開催 
 
平成３０年１月から２月にかけて全国８ブロックで適正表示推進委員会を開催 

・準規約指導員による店頭表示等のチェック・アドバイス活動の結果報告 

・品質評価実施店のＰＲ 

・品質評価者講習会の開催結果とｅラーニングの導入 

等について検討・意見交換を実施 
 
③関係団体との普及活動の実施 

日本自動車輸入組合と協力して「規約説明会」を２回開催 

○関係団体と連携して、二輪車委員会（１回）、総務部会（１回）、広報・普及指導部会

（３回）を開催、規約普及活動等について検討 

○国内４銘柄の準規約指導員によるチェック・アドバイス活動の実施  
 
「品質評価実施店」については、セルフチェック方式、その他の販売店については、

店頭でのチェック・アドバイスを実施 
 
《新 車 関 係》 対象４,０５９店中、３,７９６店（約９４％）において実施 

⇒ すべての項目において表示の遵守率は９７％以上 
 
《中古車関係》 対象４,０５９店中、３,７９１店（約９４％）において実施 

⇒ 表示項目の遵守率は以下の通り 

「車名及び主な仕様区分」約９８％、「販売価格」約９８％、その他の項目 

約９７％、「車両の品質」約９２％ 
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２）オートバイ組合及び輸入組合によるチェック・アドバイス活動の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）公取協事務局によるチェック・アドバイス活動の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①オートバイ組合によるチェック・アドバイス活動の実施 
 
《実 施 地 区》 北海道、宮城、茨城、東京、埼玉、千葉、山梨、岐阜、大阪、岡山、

広島、九州 
 
《新 車 関 係》 対象６０８店中、２１８店（約３６％）において実施 

⇒ 表示項目の遵守率は以下の通り 

「車名及び主な仕様区分」約９８％、「販売価格」約９５％、「製造国名」       

約８１％、「保証の有無」約８０％ 
 
《中古車関係》 対象６０８店中、２１８店（約３６％）において実施 

⇒ 表示項目の遵守率は以下の通り 

「車名及び主な仕様区分」約９４％、「販売価格」約９４％、その他の項目   

約８０％、「定期点検整備実施の有無」及び「修復歴の有無」約６２％、「車両

の品質」約４６％ 
 
②輸入組合によるチェック・アドバイス活動の実施 
 
《実 施 対 象》 ７社 
 
《新 車 関 係》 対象２２２店中、１６６店（約７５％）において実施 

⇒ 表示項目の遵守率は以下の通り 

「車名及び主な仕様区分」、「販売価格」、「製造国名」、「保証の有無」はいずれ

も９８％以上 
 
《中古車関係》 対象２２２店中、１６４店（約７５％）において実施 

⇒ 表示項目の遵守率は以下の通り 

「車名及び主な仕様区分」約９４％、その他の項目約９８％、「定期点検整備

実施の有無」及び「修復歴の有無」約９６％、「車両の品質」約８６％ 

○公取協事務局によるチェック・アドバイス活動の実施 
 
担当販社がない会員店と直接会員に対して、公取協事務局がセルフチェック方式に

よるチェック・アドバイス活動を実施 
 
《新 車 関 係》 １６９０店中、１４３店（約８％）において実施 

⇒ 表示項目の遵守率は以下の通り 

「車名及び主な仕様区分」約９６％、「販売価格」約９３％、「製造国名」      

約９４％、「保証の有無」約９１％ 
 
《中古車関係》 １６９０店中、１４３店（約８％）において実施 

⇒ 表示項目の遵守率は以下の通り 

「車名及び主な仕様区分」及び「販売価格」約９５％、その他の項目約９４％、

「定期点検整備実施の有無」及び「修復歴の有無」約８５％ 

「車両の品質」約８０％ 
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３．品質評価の普及促進 

１）「品質評価実施店」の拡充 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

２）ｅラーニングによる品質評価講習等のあり方の検討 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

３）品質評価者講習会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○チェック・アドバイス活動において適正表示が確認された会員店について、「品質 

評価実施店」として選定 ※ 

※ 選定基準  ①チェック・アドバイス活動結果で「表示もれ」がない 

②品質評価者在籍店である 

③ディストリビューター、関係団体等の推薦がある 
 
・昨年度の「品質評価実施店」への選定店舗数 ２,２９８店 

（４銘柄２,１５７店、AJ３２店、JAIA９１店、直接会員等１８店） 
 
・本年度の同実施店選定店舗数 ８５５店  

（４銘柄６９１店、AJ５６店、JAIA４０店、直接会員等６８店） 
 
・本年度同実施店選定店を加えた同実施店の総数 ３,１５３店 

（４銘柄２,８４８店、AJ８８店、JAIA１３１店、直接会員等８６店） 

 

○昨年度は更新講習未受講者のみを対象として実施したｅラーニングによる品質  

評価者講習について、本年度はすべての更新対象者が集合講習かｅラーニング講習

を選択して受講できる方式に変更 
 
○平成３１年度以降の講習会の開催方法について検討、新規及び更新講習を従来の  

集合講習からｅラーニングによる講習に切り替えるほか、公取協新規入会時におい

てｅラーニングによる講習を実施する等、ｅラーニング講習の活用方法について   

引き続き検討することとした 

 

 

①品質評価者講習会の開催 

平成２９年９月から１２月にかけて、全国５６会場において品質評価者講習会を  

日本二普協、ＡＪに委託して開催するとともに、平成３０年１月～３月にかけて未 

受講の更新対象者へのフォロー講習を実施 

受講状況は以下の通り 
 
・受講者数 １,７８９名（新規受講者４１７名、更新受講者１,３７２名） 

更新対象者の更新率：８０.５％（前年度８２.２％） 

更新対象者の受講種別：集合講習８２６名、ｅラーニング５４６名 

・品質評価者在籍店 ４,６１９店 （全会員店舗数６,５０４店）  

・品質評価者在籍店率（店舗）７１.１％（前年度７２.３％） 
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４．二輪中古車の走行距離表示の適正化の促進 

１）二輪中古車の走行距離表示の実態把握と適正化の徹底 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

２）消費者への周知活動の実施 

 

 

 

 

 

 

①オークション、情報誌、販売店における走行距離表示の実態把握の実施 
 
 実態把握の実施内容及び結果は以下の通り 

・オークション及び情報誌における走行距離表示の実態把握 

⇒ オークションにおいて「減算車」の出品台数が増加（前年対比で倍増）、  

「疑義車両」が減少（前年対比で４０％減） 

⇒ 情報誌及び同Ｗｅｂサイトにおいて「減算車」の掲載台数が全体の４％弱、

「疑義車両」が６％強 
 
・オークション出品検査時の走行距離表示の実態及び検査状況等に関する実態把握 

  ⇒ 走行距離については管理システム、現車確認の他、走行距離に関する関連資料

（車検証等）がある場合はその内容も確認 
 
・会員販売店における展示車の走行距離表示及び意識の実態把握 

⇒ 走行距離表示のルール切替えや「走行メーター交換記録シール」について認知

はあるが、展示車の走行距離表示は切替えが進んでいない 
 
・情報誌及び同Ｗｅｂサイトの走行距離表示の実態把握（オークション出品履歴と

の照合） 

  ⇒ オークションに「減算車」として出品されていた車両が情報誌及び同Ｗｅｂ 

サイトにおいて「実走行」として表示される等、不当表示が２１３台 
 
②「二輪中古車の走行距離表示の適正化に関する特別対策部会」の開催 

実態把握の結果を踏まえ、特別対策部会を開催、会員店における走行距離表示の適正

化を徹底するための対応策について検討、以下のような対応策の実施を決定 
 
実施する対応策は以下の通り 
 
・情報誌及び同Ｗｅｂサイトにおける走行距離表示の実態把握において問題のみら

れた車両を広告掲載した販売店１２４社に対し、書面による注意喚起を実施 
 
・中古バイクの走行距離適正表示キャンペーンの実施による周知の徹底 

 
・情報誌における走行距離の不当表示に関する調査及び指導の実施 

 
・オークション出品時の減算車シールの貼付の必須化について、オークション協会

に要請 

○二輪中古車の適正な走行距離表示について消費者に周知するため、ＰＲのためのポス

ターを作成し、会員店の店頭においてＰＲを実施したほか、各方面と協力してＰＲを

実施 
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５．会員店のＰＲ活動の実施 

１）「品質評価実施店」の積極的なＰＲの実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

２）「公取協会員店」のＰＲの実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①公取協ホームページにおける「品質評価実施店」のＰＲの実施 
 
・公取協ホームページに「品質評価実施店」のＰＲページ（ランディングページ）を

作成、ＰＲページ上で全国の「品質評価実施店」の検索、検索結果から同実施店の

自店ホームページにリンクさせて同実施店のＰＲを実施 
 
・「品質評価実施店」のＰＲ動画をＹｏｕ Ｔｕｂｅ 動画の視聴前のＣＭ動画として流し、  

公取協ホームページに誘導、ＰＲ動画は４月～９月までの半年間実施、視聴回数 

は約２４万回、ホームページへのアクセス回数は６,３９７回 
 
②店頭におけるＰＲの実施 
 
来店者に安心の「品質評価実施店」である旨を店頭でＰＲするため、「品質評価実施

店ステッカー」（実施店全店舗に配布）、「品質評価実施店のぼり旗」、「品質評価実施

車両ステッカー」を作成、同実施店に配布 
  
③その他のＰＲの実施  
 
・「品質査定」及び「品質評価」の紹介動画を作成、公取協をはじめ同実施店のホー

ムページ等においてＰＲツールとして使用するとともに、各種イベント等において

も使用してＰＲ 

  ・「品質評価実施店」専用プライスカード及び品質評価書作成システムを作成） 

○「公取協会員店」のＰＲ動画をＹｏｕ Ｔｕｂｅ 動画の視聴前のＣＭ動画として流すと      

ともに、公取協ホームページに誘導、適正表示で安心の「公取協会員店」で購入する  

メリットをＰＲ 
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６．会員事業者の表示管理体制整備のための支援活動の実施 
 

１）会員事業者の表示管理体制整備のための支援活動の実施 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

２）都道府県景表法担当部門との連携強化 

 

 
 
 

３）会員に対する情報提供の充実 

 

 

 

 

 

７．消費者トラブルへの対応及び未然防止活動 

１）消費者からの苦情・相談の受付けと対応 

 

 

 

 

 

 

 

２）消費者トラブルへの適切な対応及び未然防止のための対応の検討 

 

 

 

 

 

○「ＡＦＴＣモーターサイクルインフォメーション」により、適正表示のための情報や

公取協の活動内容等に関する情報提供を実施 

 

○二輪車消費者相談事例研究会を定例的に開催し、公取協及びメーカー、販売店で 

受け付けた苦情・相談の発生原因や問題点を分析、消費者トラブルへの適切な対応

及び未然防止のための対応方法等について検討 

○消費者相談窓口において、二輪車に関する消費者からの苦情・相談を効率的に受付

け、トラブル解決のための適切なアドバイス等の対応を実施 
 
・二輪車関係相談受付件数３９５件 （平成２８年度 ４４５件） 

 
新 車 関 係  ４７件（１１.９％） 

 
中古車関係 ２５１件（６３.５％） 

○品質評価者講習会の開催、二輪車表示ハンドブックに基づく普及活動の実施 
 
○会員事業者における表示の管理体制づくりに関する相談や店頭表示、広告作成等に 

関する事前相談の積極的活用を呼びかけるなど、表示等の管理体制整備のための  

サポート活動を実施 
 
○「ＡＦＴＣモーターサイクルインフォメーション」により、適正表示のための情報

や公取協の活動内容等に関する情報提供を実施 

 

○都道府県の景表法担当部門との懇談会の開催や情報交換の実施等、公取協の  

活動や規約制度に関する理解促進活動を実施 
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１．規約違反に対する措置件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．規約参加事業者数の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

≪四輪・二輪合計≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○平成３０年３月末までに公取協がとった措置件数は以下のとおり 
 

対象区分 

措置基準 

表示 景品 
計 

新車 中古車 新車 中古車 

口頭注意 ０ ０ ０ ０ ０ 

文書注意 ０ ０ ０ ０ ０ 

警 告  ２※ ０ ０ ０ ２ 

厳重警告 ０ ０ ０ ０ ０ 

違 約 金 ０ ０ ０ ０ ０ 

計 ２ ０ ０ ０ ２ 

 
※ 新車の表示に関する警告２件は、取引条件に関する不当表示によるものである 

 

参 考 

○平成３０年３月末日現在の規約参加事業者数 

 ５，０１７ 社  （期首    ５，０７２ 社） 

○平成２９年４月から平成３０年３月までの入退会事業者数 

      入会事業者数    ５３ 社 

退会等事業者数   １０８ 社 

（－５５ 社） 

○平成３０年３月末日現在の規約参加事業者数 

１８，７４５社  （期首 １８，５７６ 社） 

○平成２９年４月から平成３０年３月までの入退会事業者数 

       入会事業者数    ５９６ 社 

退会等事業者数    ４２７ 社 

（＋１６９ 社） 




